
○

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
（
抄
）（

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

６

第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
（
当
該
施
設
を
設
置
し
よ
う
と

サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
（
当
該
施
設
を
設
置
し
よ
う
と

す
る
者
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
当
該
施
設
以
外
の
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
病

す
る
者
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
当
該
施
設
以
外
の
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
病

院
若
し
く
は
診
療
所
（
以
下
「
本
体
施
設
」
と
い
う
。
）
と
の
密
接
な
連
携

院
若
し
く
は
診
療
所
（
以
下
「
本
体
施
設
」
と
い
う
。
）
と
の
密
接
な
連
携

を
確
保
し
つ
つ
、
本
体
施
設
と
は
別
の
場
所
で
運
営
さ
れ
、
入
所
者
の
在
宅

を
確
保
し
つ
つ
、
本
体
施
設
と
は
別
の
場
所
で
運
営
さ
れ
、
入
所
者
の
在
宅

へ
の
復
帰
の
支
援
を
目
的
と
す
る
定
員
二
十
九
人
以
下
の
介
護
老
人
保
健
施

へ
の
復
帰
の
支
援
を
目
的
と
す
る
定
員
二
十
九
人
以
下
の
介
護
老
人
保
健
施

設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
医
師
、
支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
、
作
業

設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
医
師
、
支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
若
し
く

療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
、
栄
養
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員
に
つ
い
て

は
作
業
療
法
士
、
栄
養
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ

は
、
次
に
掲
げ
る
本
体
施
設
の
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

る
本
体
施
設
の
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
介
護
老

に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
の

人
保
健
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か

、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

介
護
老
人
保
健
施
設

医
師
、
支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

一

介
護
老
人
保
健
施
設

医
師
、
支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
若
し
く
は

法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
、
栄
養
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員

作
業
療
法
士
、
栄
養
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

７

第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

７

第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

医
療
機
関
併
設
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
（
病
院
又
は
診
療
所
に
併
設

医
療
機
関
併
設
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
（
病
院
又
は
診
療
所
に
併
設

さ
れ
、
入
所
者
の
在
宅
へ
の
復
帰
の
支
援
を
目
的
と
す
る
定
員
二
十
九
人
以

さ
れ
、
入
所
者
の
在
宅
へ
の
復
帰
の
支
援
を
目
的
と
す
る
定
員
二
十
九
人
以

下
の
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
っ
て
、
前
項
に
規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
小

下
の
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
っ
て
、
前
項
に
規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
小

規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
医
師
、

規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
医
師
、
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支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
、
栄
養

支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
、
栄
養
士
又
は
介
護
支

士
又
は
介
護
支
援
専
門
員
の
員
数
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

援
専
門
員
の
員
数
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
栄
養

一

医
師
、
理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
又
は
栄
養
士

併
設
さ
れ

士

併
設
さ
れ
る
病
院
又
は
診
療
所
の
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

る
病
院
又
は
診
療
所
の
医
師
、
理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
又
は

士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
栄
養
士
に
よ
り
当
該
医
療
機
関
併
設
型
小

栄
養
士
に
よ
り
当
該
医
療
機
関
併
設
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入

規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め

所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
置
か
な
い
こ

ら
れ
る
と
き
は
、
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

と
が
で
き
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
の
責
務
）

（
計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
の
責
務
）

第
二
十
四
条
の
二

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る

第
二
十
四
条
の
二

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る

業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採

五

第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採

っ
た
処
置
に
つ
い
て
記
録
す
る
こ
と
。

っ
た
処
置
に
つ
い
て
記
録
す
る
こ
と
。

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
四
十
一
条

（
略
）

第
四
十
一
条

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

機
能
訓
練
室

二

機
能
訓
練
室

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
入
居
定
員
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以
上
の
面
積
を

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
入
居
定
員
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以
上
の
面
積
を

有
し
、
必
要
な
器
械
・
器
具
を
備
え
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
サ

有
し
、
必
要
な
器
械
・
器
具
を
備
え
る
こ
と
。

テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
医
療
機
関
併

設
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
の
場
合
は
、
機
能
訓
練
室
は
四
十
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を
有
し
、
必
要
な
器
械
・
器
具
を
備
え
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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４

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
の

４

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
の

設
備
構
造
の
基
準
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

設
備
構
造
の
基
準
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

療
養
室
等
が
二
階
以
上
の
階
に
あ
る
場
合
は
、
屋
内
の
直
通
階
段
及
び

二

療
養
室
等
が
二
階
以
上
の
階
に
あ
る
場
合
は
、
屋
内
の
直
通
階
段
及
び

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
設
け
る
こ
と
。

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ユ
ニ
ッ
ト

型
サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
医
療
機

関
併
設
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
の
場
合
は
、
機
能
訓
練
室
は
四
十

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を
有
し
、
必
要
な
器
械
・
器
具
を
備
え
る
こ

と
。

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
条

第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
七

第
五
十
条

第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
七

条
ま
で
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
の
二
ま
で
及
び
第
二

条
ま
で
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
の
二
ま
で
及
び
第
二

十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施

十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施

設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
中
「
第
二

設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
中
「
第
二

十
五
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る

十
五
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
」
と
あ

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
」
と
あ

る
の
は
「
第
五
章
第
三
節
」
と
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
八
条

る
の
は
「
第
五
章
第
三
節
」
と
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
八
条

第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
四
項
」

第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
四
項
」

と
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

と
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
四
条
の
二
中
「

五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
四
条
の
二
中
「

第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
」
と

第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
」
と

、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十

、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
」
と
、
第
二
十
四
条
の
二
第
四
号
及
び

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
」
と
、
第
二
十
四
条
の
二
第
四
号
及
び

第
三
十
八
条
第
二
項
第
六
号
中
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

第
三
十
八
条
第
二
項
第
六
号
中
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
四
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
四
条
の
二

五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
四
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
四
条
の
二
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第
五
号
及
び
第
三
十
八
条
第
二
項
第
七
号
中
「
第
三
十
六
条
第
三
項
」
と
あ

第
五
号
及
び
第
三
十
八
条
第
二
項
第
七
号
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
三
項
」
と
、
第
三

る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
二
項
」
と
、
第
三

十
八
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三

十
八
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三

条
第
七
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

条
第
七
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


